
年
々
増
加
す
る
移
住
相
談

住
ま
い
が
見
つ
か
ら
ず
、
苦
労
す
る
移
住
希
望
者
も

出
展
：
一
般
社
団
法
人
ふ
る
さ
と
山
形
移
住
・
定
住

推
進
セ
ン
タ
ー
「
移
住
者
及
び
相
談
者
の
状
況
」

（
2
0
2
3
）

▲空き家バンク登録物件を掲載している
「庄内町移住支援サイト」

▲町内各所に掲示中の
「空き家バンク登録促進ポスター」
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山形県の相談窓口を通じた移住者数及び相談件数の推移

移住者数(人) 相談件数(件)

少
な
い
た
め
、
十
分
に
紹
介
で
き

て
い
ま
せ
ん
。

　
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
に
は
住
め

る
状
態
の
住
宅
で
あ
る
こ
と
が
条

件
に
な
っ
て
い
ま
す
。
住
ま
な
く

な
っ
て
時
間
が
経
つ
と
、
家
屋
の

老
朽
化
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

使
わ
な
く
な
っ
た
空
き
家
を
有
効

活
用
す
る
た
め
に
も
、
空
き
家
バ

ン
ク
へ
の
登
録
に
ご
協
力
お
願
い

し
ま
す
。

あ
な
た
が
所
有
し
て
い
る
空

き
家
は
、
も
し
か
し
た
ら

誰
か
が
必
要
と
し
て
い
る
空
き
家

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
使
う

予
定
が
な
い
空
き
家
を
お
持
ち
の

方
や
、
こ
れ
か
ら
空
き
家
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
物
件
を
お
持
ち
の

方
が
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
移
住
定

住
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
2
年
に
行
っ
た
、
内
閣

府
「
東
京
圏
、
地
方
で
の

暮
ら
し
や
移
住
及
び
地
方
へ
の
関

心
に
関
す
る
意
識
調
査
」
に
よ
る

と
、
東
京
圏
に
住
む
20
～
30
代
の

う
ち
約
半
数
が
地
方
で
暮
ら
す
こ

と
に
関
心
が
あ
る
と
の
結
果
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
都
市
部
で
の
生
活

や
働
き
方
が
見
直
さ
れ
、
出
社
を

必
要
と
し
な
い
テ
レ
ワ
ー
ク
が
進

ん
だ
こ
と
に
よ
り
地
方
移
住
を
望

む
声
は
一
層
高
ま
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
山
形
県
へ
の
移
住
相
談

も
同
様
に
増
え
て
い
ま
す
。
（
一

社
）
ふ
る
さ
と
山
形
移
住
・
定
住

推
進
セ
ン
タ
ー
（
愛
称
：
く
ら
す

べ
山
形
）
に
よ
る
と
、
令
和
4
年

度
の
地
方
移
住
に
関
す
る
相
談

件
数
は
前
年
度
比
17
・
8
%
増
加

の
1
，2
4
0
件
と
な
り
ま
し
た

（
下
記
グ
ラ
フ
参
照
）
。
実
際
に

移
住
し
て
き
た
方
は
、
前
年
度

比
1
・
5
%
増
加
の
1
4
5
組

2
6
8
人
と
右
肩
あ
が
り
で
増
え

続
け
て
お
り
、
都
市
部
の
方
々
が

地
方
で
の
暮
ら
し
に
興
味
を
も
ち

始
め
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

全
国
的
な
地
方
移
住
の
波
を

受
け
、
庄
内
町
へ
の
移
住

相
談
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

特
に
、
子
育
て
を
き
っ
か
け
に
庄

内
町
で
暮
ら
し
た
い
と
考
え
る
方

か
ら
の
相
談
を
多
く
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
が
、
住
ま
い
が
見
つ
か

ら
ず
断
念
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
的
に
移
住
者

を
増
や
す
チ
ャ
ン
ス
を
上
手
く
活

か
せ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　
町
で
は
、
空
き
家
所
有
者
と
利

用
希
望
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
た

め
の
制
度
で
あ
る
「
空
き
家
バ
ン

ク
」
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
近
年

の
物
価
高
騰
の
影
響
も
あ
り
、
土

地
付
き
一
戸
建
て
住
宅
が
比
較

的
安
価
で
手
に
入
る
こ
と
な
ど
か

ら
空
き
家
バ
ン
ク
に
関
す
る
問
合

せ
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
物
件
が

空き家情報を公開中！

庄内町移住支援サイト
　町では、「空き家バンク」に登録していただ
いた空き家物件を、移住定住係が管理している
『移住支援サイト』内で利用希望者に向けて情
報提供しています。
　空き家バンクは３年間無料で利用でき、更新
すれば最長６年間空き家物件を登録することが
できます。（登録には条件があります。）

企画情報課　移住定住係
係長　日下部洋一

ま
だ
住
め
る
空
き
家
、

ま
だ
住
め
る
空
き
家
、

利
活
用

利
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

し
て
み
ま
せ
ん
か

特
集
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対象 補助額

新たに空き家バンクに空き家を登録した方 前年度の固定資産税額または３万円のいずれか少ない額

空き家バンクに登録している空き家の所有者または売
却・賃貸を行うことができる権利を有する方

家財道具その他不要物の処理・収集運搬費用、リサイク
ル料金、ハウスクリーニング料金など、対象経費の1/2
（上限15万円）

大
変
だ
っ
た
空
き
家
の
管
理
、

手
放
し
て
肩
の
荷
が
お
り
た
。

　
「
空
き
家
問
題
」
は
今
や
他
人
ご
と
で
は
な
く
、

日
本
全
国
で
起
こ
っ
て
い
る
身
近
な
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
近
年
日
本
で
進
む
少
子
高
齢
化
社
会
の
影

響
は
空
き
家
率
の
増
加
に
も
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
持
家
に
住
む
高
齢
者
が
子
ど
も
の
住
ま
い
や

老
人
ホ
ー
ム
に
転
居
す
る
の
は
よ
く
あ
る
話
で
す
。

こ
の
際
に
空
き
家
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り

ま
す
。

　
高
齢
者
が
増
加
す
る
一
方
で
、
少
子
化
に
よ
り
子

ど
も
が
減
少
。
結
果
的
に
高
齢
者
が
住
ん
で
い
た
住

居
を
引
き
継
ぐ
子
ど
も
の
数
が
少
な
く
な
り
、
空
き

家
率
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仮
に
高
齢
者

が
亡
く
な
っ
た
後
、
住
居
が
親
族
へ
相
続
さ
れ
て
も

そ
の
ま
ま
住
む
と
は
限
ら
ず
、
相
続
し
た
人
が
空
き

家
を
放
置
す
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
放

置
す
る
理
由
は
「
家
が
遠
す
ぎ
る
」
「
家
の
中
を
整

理
す
る
時
間
が
な
い
」
「
管
理
費
・
修
繕
費
を
捻
出

で
き
な
い
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
す
。

　
ま
た
、
空
き
家
が
増
え
る
と
、
景
観
の
悪
化
、
不

法
投
棄
や
不
法
占
拠
、
老
朽
化
に
よ
る
建
物
の
倒
壊

な
ど
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

空
き
家
に
対
す
る
風
当
た
り
は
強
く
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
家
を
相
続
予
定
の
方
は
、
早
め
に
家
族
間
で
話
し

合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
専
門
的
な
こ
と
は

司
法
書
士
や
不
動
産
会
社
な
ど
に
相
談
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
数
年
前
に
実
家
が
空
き
家
に
な
り
ま

し
た
。
私
が
実
家
に
戻
る
予
定
は
な
か

っ
た
で
す
し
、
突
然
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
な
に
か
ら
手
を
つ
け
て
い
い
か
わ
か

ら
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
入

居
者
が
決
ま
る
ま
で
は
き
れ
い
な
状
態

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
毎
日
の
よ
う
に
実
家
に

通
い
掃
除
や
換
気
を
し
て
い
ま
し
た
。

庭
の
草
木
の
手
入
れ
や
部
屋
の
掃
除
、

倉
庫
の
整
頓
に
ガ
ラ
ス
磨
き
な
ど
、
空

き
家
を
現
状
維
持
す
る
た
め
に
は
や
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
と
て
も
大
変

で
し
た
。

　
空
き
家
の
管
理
が
手
一
杯
で
入
居
者

を
探
せ
ず
不
安
に
感
じ
て
い
た
頃
、
町

の
空
き
家
バ
ン
ク
の
存
在
を
知
り
ま
し

た
。
町
の
制
度
な
の
で
安
心
し
て
登
録

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
登
録
し
て

か
ら
数
か
月
後
に
入
居
者
が
決
ま
り
、

よ
う
や
く
肩
の
荷
が
お
り
ま
し
た
。

　
実
家
を
手
放
す
こ
と
に
寂
し
さ
は
あ

り
ま
し
た
が
、
維
持
す
る
こ
と
の
大
変

さ
を
考
え
る
と
新
し
い
方
に
使
っ
て
い

た
だ
け
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

制 度 空き家を利活用する「空き家バンク」

　空き家バンク制度は、空き家を売りたい方・貸したい方に空き家物件を登録していただき、その情報を本町への
移住希望者などに提供する制度です。空き家を所有していて「売りたい」「貸したい」とお考えの方は、企画情報
課移住定住係までご相談ください。

空き家所有者 利用希望者庄内町役場
（移住定住係）

「移住支援サイト」で
物件の情報提供

①空き家の相談

②物件の確認
登録には一定の条件が

あります。

③物件登録

①物件情報の提供

②利用登録

交渉・契約
所有者と利用希望者の当事者間で交渉を行いますが、
宅建業者に仲介を依頼する方法をお勧めします。

【ご注意ください】
・�町では空き家物件の情報提供や連絡調整を行いますが、空き家物件のあっせん・交渉・契約などは行っていませ
ん。また、町では草刈りなど、物件の管理は行っていませんので、所有者ご自身での管理をお願いします。

・物件登録には３年の登録期間があり、更新することで最長６年間登録できます。

補 助 空き家バンクへの登録などを支援「庄内町空き家利活用促進事業補助金」

【ご注意ください】
・先着順となっていますので、事前に移住定住係までお問い合わせください。

空き家バンクへの登録には、いくつか条件があります。
　空き家の登録の際には、必ず現地確認をさせていただきます。町の担当職員が伺
いますので立会いをお願いします。物件の状態によっては、登録が難しい場合があ
りますのでご了承ください。

▲移住支援サイト ▲YouTube
チャンネル

家財道具が

残っていてもOK！

まずは一度

ご相談ください。【登録ができない空き家】
� 老朽化、損傷が著しい
� 利用の際、大規模な修繕が必要となる
� 賃貸または分譲を目的として建築された
� 不動産登記法による登記がされていない
� 不動産業者が所有している物件　…など 企画情報課

移住コーディネーター　齋藤志織

町内在住の
女性

専門家の視点

空き家バンクへ物件登録した方にお話を聞きました。interview

0234-42-0228
iju@town.shonai.yamagata.jp

東成不動産㈲
小林　功さん

まだ使える空き家に関する町の相談窓口

移住定住係からのお知らせ
庄内町の移住支援や町の暮らしについて、
情報発信しています。ぜひご覧ください！

企画情報課移住定住係では、空き家の利活用や、移住に
関するご相談を受け付けています。空き家を売りたい・
貸したいとお考えの方や、空き家を活用したい・住みた
いとお考えの方がいましたら、どうぞお気軽にご相談く
ださい。
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Ｑ１　空き家の管理はどうすれば良いの?

Ｑ２　離れた場所に住んでいて空き家の管理ができません。

Ｑ３　空き家を解体したいと考えています。町の補助はありますか?

Ｑ４　空き家に迷惑しています。町で何とかできないの?

Ｑ５　国が土地を引き取ってくれると聞いたんだけど…

補助金名 対象物件 対象者 補助額

老朽空家解体支援補助金

・住居として使用されていた空家
・�国が定める住宅不良度の測定基
準により不良住宅に該当する空
家

※�老朽度の事前調査を行い、その
評点に応じた補助になります

・�空き家の所有者または相
続人、または所有者など
から除却の委任を受けた
方

・暴力団員などでない方
・町税などの滞納がない方

①老朽度の事前調査で100点以上
上限…町内業者施工50万円
　　　町外業者施工40万円
②老朽度の事前調査で10~99点
上限…町内業者施工30万円
　　　町外業者施工24万円

建築物等除却支援事業補助金

・災害などで被災した建築物など
・�県が定める住宅不良度の測定基
準により不良住宅に該当する建
築物など

※�老朽空家解体支援補助金の対象
となる場合は申込できません

・�所有者または管理者から
除却の同意を得た個人ま
たは法人

・暴力団員などでない方
・町税等の滞納がない方

上限50万円
（除却作業費、除却により発生し
た廃棄物の搬出処分費を対象）

相談したいこと 問合せ窓口

適正管理されていない空き家 建設課都市計画係
0234-42-0860

雑草や樹木の繁茂、害虫や害獣、敷地内
のごみの散乱や堆積

環境防災課環境衛生係
0234-43-0248

倒壊や火災、犯罪の危険性がある空き家 環境防災課危機管理係
0234-43-0242

建物や土地の税金 税務町民課資産税係
0234-42-0139

空き店舗の利活用 商工観光課商工労働係
0234-42-0138

空
き
家
の
悩
み
、

元
気
な
う
ち
に
解
決
で
き
た

　
母
親
が
亡
く
な
り
、
西
袋
の
実
家

が
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
ど

う
し
た
ら
良
い
か
役
場
の
建
設
課
へ

相
談
に
伺
い
ま
し
た
。
リ
フ
ォ
ー
ム

し
て
貸
家
や
転
売
す
る
こ
と
も
考
え

ま
し
た
が
、
修
理
費
用
も
か
さ
む
の

で
兄
弟
で
相
談
し
て
解
体
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
空
き
家
の
解
体
に
補

助
制
度
が
あ
る
こ
と
は
大
変
あ
り
が

た
か
っ
た
で
す
。

　
屋
根
瓦
が
飛
散
し
た
り
、
屋
敷
内

の
樹
木
が
大
き
く
な
っ
て
周
囲
に
迷

惑
を
か
け
な
い
か
い
つ
も
気
に
な
っ

て
…
。
ま
た
、
年
々
歳
を
と
っ
て
き

て
、
年
に
数
回
実
家
の
掃
除
や
管
理

を
す
る
こ
と
が
大
変
に
な
っ
て
き
て

い
た
し
、
子
ど
も
た
ち
に
空
き
家
の

手
続
き
を
残
し
た
く
な
い
と
い
う
思

い
が
強
く
あ
り
ま
し
た
。

　
自
分
達
が
元
気
な
う
ち
に
解
体
で

き
て
本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。
春
に

固
定
資
産
税
の
通
知
が
届
き
ま
し
た

が
、
今
ま
で
と
同
等
の
金
額
だ
っ
た

こ
と
も
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す
。

危険な空き家になる前に

空き家の解体を決断した方にお話を聞きました。interview

奥山雅生さん�芳美さん
ご夫妻（酒田市）

空き家の管理・解体に関するQ＆A

空き家の解体に対する町の補助金

周囲に迷惑をかけないよう、空き家の適正管理を

空き家になったら月１回程度目安に除草や清掃などを行い、積雪時や台風の後は状況を確認をするよう
にしましょう。また、以下は最低限していただきたい処置です。
①近所への声掛け（緊急連絡先を伝えておきましょう）
②空き家の状況確認（破損個所がないか確認し、必要に応じて飛散防止などの措置を行いましょう）
③敷地内の草木の手入れ（隣接敷地へ越境しないように剪定しましょう）
④不審者の侵入防止（施錠、人感センサー照明設置などの対策をとりましょう）

管理代行サービスの利用を検討しましょう。専門業者のほか、シルバー人材センターへ除草等を依頼す
る方法もあります。
町シルバー人材センター 0234-42-3122

「老朽空家解体支援補助金」、建築物などの除却に対する「建築物等除却支援事業補助金」など、空き
家解体への支援を行っています。

空き家は個人の財産であり、所有者が自身の責任で解体することが基本となりますので、町で保全や解
体など行うことはありません。まずは所有者に助言などを行い、管理不全な状態を解消するよう対応し
ていきます。

令和５年より「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。条件に当てはまる土地は、管理費を納付
し、国の所有とすることができる制度です。ただし、建物がある土地は申請できませんので、まずは更
地にする必要があります。詳細は法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。

　管理が行き届いておらず危険な空き家が近くにあって困っているという相談が、町に
も多く届いています。建物の劣化が進み、屋根材や外壁材の飛散や落下、荒れた樹木の
侵入、害虫や悪臭の発生、野生動物の生息場所になるなど状況は様々です。
　所有者が不明で誰に連絡をとればよいかわからないとなると、状況はさらに悪化して
しまいます。利活用が難しい空き家は、危険な空き家になって周囲に迷惑をかけてしま
う前に、今から管理の仕方や処分について家族や親せきと話し合い、準備しておきまし
ょう。解体をお考えの場合は、利用できる補助金もありますので、ご活用ください。

　建設課では令和６年度に空き家の実態を把握するための調査を予定しています。各自治会より寄せられた情報を
もとに、調査員が実際に現地に行き、空き家の数や状態を確認します。調査で得た情報は、今後の空き家の適正管
理などに利用します。美しい町の景観を後世に残すことは、今を生きる私たちの使命です。次の世代に「負」動産
を残さないために、自分の家や親の家の将来について考えておきましょう。

空き家相談（無料）を開催します

●日時：8/12㈯�13:00～16:00
●場所：役場B棟
●内容：空き家の利活用や解体などの相談
●参加費：無料
●申込期限：8/9㈬
●その他：登記簿や固定資産税課税証明書
　　　　　をお持ちいただくとより具体的
　　　　　な相談ができます。
■問・申込み：建設課都市計画係
　　　　　　　 0234-42-0860

近所への声かけ 状況確認 草木の手入れ 防犯対策
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